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薬事情報センターからのお知らせ 
 

○２０２５年春の花粉飛散予測（第４報） 
 ～花粉シーズンは２月末から本格化 多くのところで３月上旬からピークに～ 
 
 
 ・飛散開始は九州から関東の広い範囲で例年並みか遅い 長引く寒波が影響 
 ・スギ花粉は２月末から急増 多くの地点で３月上旬からピークを迎える 
 ・飛散量は広い範囲で例年より多く、四国・近畿は例年の２倍以上の所も 
  
 

 一般財団法人日本気象協会より、２０２５年２月１９日（水）に全国・都道府県別

の２０２５年春の花粉（スギ・ヒノキ、北海道はシラカバ）飛散予測（第４報）が発

表されました。この予測は、前シーズンの花粉飛散結果や今後の気温予測などの気象

データをもとに、全国各地の花粉研究会や協力機関からの情報、花芽の現地調査の結

果などを踏まえて予測されています。 

 
１．スギ花粉の飛散開始時期 
 スギ花粉の飛散開始は、九州から関東は、一部で例年よりかなり早くなりましたが、

広い範囲では例年並みか遅い傾向です。東北は例年並みか早いでしょう。 

 スギ花粉は、1 月に九州や中国、東海から関東の一部で例年よりかなり早い飛散開

始となりました。その後、２月中旬までに、九州の広い範囲と、近畿から東北の一部

で飛散開始しています。 

 一方、２月の立春を迎えたころから強い寒気が流れ込み、２月中旬にかけて九州か

ら東海の気温は平年より低く推移しています。このため、中国地方の広い範囲と四国

では飛散開始が例年より遅れています。また、この先２月の最終週前半にかけて厳し

い寒さが続くため、近畿や東海と北陸でも飛散開始は例年より遅くなる所が多い見込

みです。２月末には長引く寒波がようやく終わり、中国、四国から甲信にかけての広

い範囲と、東北の一部で飛散開始となるでしょう。北陸や東北では３月上旬から中旬

にスギ花粉シーズンを迎える所が多い見込みです。東北では２月から３月の気温が平

年並みか高く推移すると予想され、飛散開始は例年並みか早いでしょう。 
※飛散開始日 

 １平方センチメートルあたり１個以上のスギ花粉を２日連続して観測した場合の最初の日 

 

２．スギ・ヒノキ花粉のピーク時期 

 今シーズンのスギ花粉は、飛散が始まるとすぐに飛散量が増加し、ピークを迎える

ことが予想されます。スギ花粉のピークの時期は、福岡では２月末からとなる見込み

です。３月上旬には、高松、広島、大阪、名古屋、金沢、東京、仙台など広い範囲で

ピークを迎えるでしょう。ピークの期間は１０日間から１か月ほど続く見込みです。

また、ヒノキ花粉のピークは３月下旬から４月上旬で、期間は５日間から２週間ほど

続くでしょう。仙台はヒノキの飛散量は少なく、はっきりしたピークは現れない見込

みです。 

 風が強く吹く日や、急に暖かくなる日には、花粉の飛散が極めて多くなり、１cm２
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あたり１００個以上観測される日がありそうです。花粉情報や気象情報を確認して、

万全な対策を心がけましょう。 

 

 
 

 

 
 

 

 

令和７年（２０２５年）花粉飛散状況

山梨県衛生環境研究所発表
観測地：衛生環境研究所
　　　　甲府市富士見1-7-31
観測時間：午前９時～翌朝午前９時（累計２４時間）
単位：１平方センチあたり
（　）：２０２４年データ

・予測飛散数：３３００個/cm²

観測月日 観測月日
2月1日 0 （0.7） 0 （0） 2月16日 2.1 （19.4） 0 （0）
2月2日 0 （0） 0 （0） 2月17日 0.9 （7.9） 0 （0）
2月3日 0 （0） 0 （0） 2月18日 0.9 （13.9） 0 （0）
2月4日 0 （0） 0 （0） 2月19日 0.5 （4.4） 0 （0.5）
2月5日 0 （0） 0 （0） 2月20日 0 （21.8） 0 （0.7）
2月6日 0 （0） 0 （0） 2月21日 0.5 （4.4） 0 （0）
2月7日 0 （0） 0 （0） 2月22日 0.2 （0.5） 0 （0）
2月8日 0 （0） 0 （0） 2月23日 0.7 （7.2） 0 （0）
2月9日 0 （0.2） 0 （0） 2月24日 0 （88.4） 0 （0）
2月10日 0 （2.1） 0 （0） 2月25日 28.9 （0.5） 0 （0）
2月11日 0.2 （1.4） 0 （0） 2月26日 （9.3） （0）
2月12日 0.2 （0.2） 0 （0） 2月27日 （9.3） （0）
2月13日 0 （5.3） 0 （0） 2月28日 （4.2） （0）
2月14日 1.2 （4.4） 0 （0）
2月15日 1.4 （5.1） 0 （0）

スギ花粉 ヒノキ花粉ヒノキ花粉

観測月日

初観測日：初めて花粉
を観測した日

飛散開始日：２日連続
して１個以上になった
最初の日

飛散終了日：３日連続
で０個が続いた前日

スギ花粉

スギ花粉

ヒノキ花粉

１月５日
（１月２２日） （２月１９日）

２月１４日
（２月１０日） （３月２６日）

（４月２０日） （５月１０日）
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○定期購読から 

 
薬事情報センターで定期購読している雑誌の目次を一部掲載したものです。 
貸し出し、ＦＡＸ、コピー等はできませんので、事務局にて閲覧をお願いします。 
               月刊薬事 2025 Vol.67No.2 
               【特集】ＡＭＲ対策のためにどう介入する？ 
                  “とりあえず広域抗菌薬”の減らし方 
                ・薬剤耐性菌の課題・対策を整理しよう 
                 ・薬剤耐性によって生じる疾病負荷 
                 ・薬剤耐性（ＡＭＲ）対策アクションプラン２０２３-２０

２７、どこが変わった？etc 
                ・この抗菌薬、ホントに続けてダイジョウブ？ 
                ・おさらいしよう！耐性菌へのアプローチ 
                ・中小規模病院において、チーム（ＡＳＴ／ＩＣＴ）として

取り組めること 
               ◇振り返れば国試 
                ・褥瘡への薬物治療のポイントは？ 
 
 
               調剤と情報 2025 Vol.31No.3 
               【特集】明日から始めるＡＭＲ対策 
                   抗菌薬の適正使用の手引き 
                ・抗菌薬使用における課題と薬剤師のかかわり 
                ・薬剤耐性（ＡＭＲ）対策アクションプラン２０２３-２０２

７の現状と成果 
                ・抗菌薬の適切な使用法－耐性菌を生まないためにできるこ

と 
                 ・急性副鼻腔炎、急性咽頭・扁桃炎、急性気管支炎、尿路

感染症、感染性下痢症、etc 
               【今月の話題】 
                ・公認スポーツファーマシストの活動機会の拡充に向けて 
 
 
 
               薬局 2025 Vol.76No.2 
               【特集】今こそ知りたい！ＪＡＫ阻害薬 
                   適応の拡大を追いかける＆免疫系に強くなる 
                ・免疫の基礎の基礎 
                 ・サイトカインによる情報伝達と炎症のしくみ 
                 ・全身のリンパ組織を巡る免疫の旅 
                 ・人体の各臓器からみる免疫・バリアのしくみ 
                 ・Ｔ細胞のはたらきといろいろなＴ細胞の特徴、etc 
                ・ＪＡＫ阻害薬と免疫系にはたらくくすり 
                ・ＪＡＫ阻害薬の効きどころ、使いどころ 
                ・ＪＡＫ阻害薬の薬学管理で患者さんをずっと支える 
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○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について 
 
 医療安全対策委員会では、標記事業の参加登録の推進を行っております。共有すべ

き事例２０２４年Ｎｏ.１２が公開されています。 

日本医療機能評価機構ホームページからご覧いただけます。 

（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/） 
 参加登録及び事例報告をお願いいたします。 

 

共有すべき事例 ２０２４年Ｎｏ.１２ 
事例 1 調剤に関する事例【一包化調剤の間違い】 

事例 【事例の詳細】 

 薬剤師は、患者Ⅹにグリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」を含む４種類の薬剤３

０日分を一包化調剤し、交付した。その後、別の薬剤師が患者Ｙの薬剤を一包

化調剤した際、患者Ｙには処方されていないグリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」

が１錠混入していることに気付いた。混入したグリメピリド錠１ｍｇ「トーワ」

は、患者Ｙの前に一包化調剤を行った患者Ⅹの薬剤である可能性があった。患

者Ⅹ宅を訪問して薬剤を回収し確認したところ、グリメピリド錠１ｍｇ「トー

ワ」が入っていない薬包を発見した。正しく分包した薬剤を患者Ⅹに渡した。 

【背景・要因】 

 調製者と鑑査者は、分包された薬剤を１包ずつ確認したが、グリメピリド錠

１ｍｇ「トーワ」が入っていない薬包があることに気付かなかった。薬局は混

雑しており、調製者、鑑査者ともに焦っていた。以前にも、グリメピリド錠１

ｍｇ「トーワ」が分包機内に残っていたことがあり、今回も静電気などにより

分包機の内部に残った可能性がある。 

【薬局から報告された改善策】 

 一包化調剤する際、調製者および鑑査者は見落としがないよう分包した薬剤

を一包ずつ確認する。当薬局の分包機は、内部にグリメピリド錠１ｍｇ「トー

ワ」が残りやすいことを認識する。 

事例のポイン

ト 

・一包化調剤の間違いは、本事例のように複数の患者に影響を与える可能性が

ある。正しい薬剤が過不足なく分包されているかを確認することは、間違い

の連鎖を防ぐうえで重要である。 

・一包化調剤を行う際は、分包されるはずの薬剤が分包機内に残る可能性を常

に考慮し、分包作業の前後に分包機の内部に薬剤が残っていないか確認する

ことが重要である。特に分包機に残りやすい薬剤がある場合は、一覧表にま

とめて薬局のスタッフに周知し、調製や鑑査の際により一層注意する必要が

ある。 

・機器の不具合による誤調剤が起きた際は、発生した状況を機器メーカーに報

告し、必要な対応や予防対策を行うことが重要である。機器メーカーによる

メンテナンスを受けることも検討する。 

・一包化調剤を行う際は、分包した薬剤の刻印や錠数を一包ずつ確認すること

が基本であるＰＴＰシートなどの計数調剤に比べ確認作業が煩雑で時間が

かかるため、薬剤の調製から交付までに時間がかかることを患者に伝え、調

製者や鑑査者が分包した薬剤を確認する時間を十分確保することが望まし

い。 

・分包機の構造や特徴、操作方法、分包した薬剤の確認手順、薬局の湿度管理

などの環境整備、機器のメンテナンスなどについて手順書を作成し、随時見

直しを加えながら周知・遵守することが重要である。 
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事例２ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【副作用の発現】 
事例 【事例の詳細】 

 患者は医療機関Ａを受診して帯状疱疹と診断され、バラシクロビルが処方さ

れた。薬局の薬剤師が患者のお薬手帳を確認したところ、医療機関Ｂからオル

ミエント錠４ｍｇが処方され、服用していることがわかった。オルミエント錠

の添付文書には、ヘルペスウイルスを含むウイルスの再活性化（帯状疱疹等）

が報告されていること、症状の発現が認められた場合には、患者に受診するよ

う説明し、本剤の投与を中断し速やかに適切な処置を行うことが記載されてい

る。オルミエント錠４ｍｇを処方した医療機関Ｂの医師に連絡し、患者に医療

機関Ａからバラシクロビルが処方されたことを伝えたところ、バラシクロビル

の服用が終わるまで、オルミエント錠４ｍｇの服用を中止することになった。 

【推定される要因】 

 患者は、オルミエント錠の服用により、帯状疱疹を発症する可能性があるこ

と、症状が認められた際は服用を中止することなどについて理解していなかっ

た。オルミエント錠を処方した医師や調剤した薬剤師から説明を受けていなか

った可能性がある。 

【薬局での取り組み】 

 帯状疱疹の治療薬が処方された際は、併用薬を確認し、患者が治療を受けて

いる全ての疾患・病態について確認する。 

その他の情報 オルミエント錠４ｍｇ/２ｍｇ/１ｍｇの添付文書 ２０２４年８月改訂（第１

０版）（一部抜粋） 

８.重要な基本的注意〈効能共通〉 

８．４ ヘルペスウイルスを含むウイルスの再活性化（帯状疱疹等）が報告さ

れている。また、日本人関節リウマチ患者で認められた重篤な感染症のうち多

くが重篤な帯状疱疹であったこと、播種性帯状疱疹も認められていることか

ら、ヘルペスウイルス等の再活性化の徴候や症状の発現に注意すること。徴候

や 症状の発現が認められた場合には、患者に受診するよう説明し、本剤の投

与を中断し速やかに適切な処置を行うこと。また、ヘルペスウイルス以外のウ

イルスの再活性化にも注意すること。 

事例のポイン

ト 

・帯状疱疹と診断されバラシクロビルが処方された患者のお薬手帳を確認した

際、他の医療機関からオルミエント錠４ｍｇが処方されていることを発見し

た薬剤師が、オルミエント錠によるヘルペスウイルスの再活性化の可能性を

疑い、オルミエント錠４ｍｇを処方している医師に情報提供を行った事例で

ある。 

・オルミエント錠は、免疫反応に関与するヤヌスキナーゼ（ＪＡＫ）を阻害す

るため、感染症に対する宿主 免疫能に影響を及ぼす可能性がある。オルミ

エント錠の医薬品リスク管理計画書（ＲＭＰ）の患者向け資材※には、「服用

中に注意が必要な症状」として、咳、発熱、のどの痛み、寒気、痛みを伴う

発疹（帯状疱疹）などが挙げられている。 

 ※オルミエント錠の医薬品リスク管理計画書（ＲＭＰ）の患者向け資材「オ

ルミエントを服用されている方へ」（参照２０２４年１１月２０日） 

・オルミエント錠のように服用により重篤な副作用が発現する可能性がある薬

剤を交付する際は、製薬企業が作成している患者向け資材などを活用し、患

者に副作用の症状などを具体的に説明したうえで、症状が現れた時は速やか

に医師や薬剤師に相談するよう伝えておくことが重要である。さらに、交付

後の患者フォローアップは、副作用の早期発見と早期対応を可能にし、重篤

化の回避につながるため、積極的に取り組む必要がある。 
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事例３ 一般用医薬品等に関する事例【不適切な使用の回避】 
事例 【事例の詳細】 

 パーキンソン病の患者が、鼻閉の症状が出現したため、介護者に一般用医薬

品の購入を依頼した。介護者は、鼻づまりに効果があると外箱に記載されてい

るナシビンＭスプレーを購入したが、使用に問題がないか気になり、パーキン

ソン病治療薬の調剤で利用している当薬局に相談した。薬剤師がナシビンＭス

プレーの添付文書を確認したところ、モノアミン酸化酵素阻害剤等を服用して

いる人には使用しないでくださいと記載があった。患者はエフピーＯＤ錠２．

５を服用しているため、ナシビンＭスプレーは使用しないよう介護者に説明

し、購入した薬局に返品するよう伝えた。さらに、薬剤師が主治医に症状を伝

えて往診を依頼した結果、ナゾネックス点鼻液５０μg５６噴霧用が処方され

た。 

【背景・要因】 

 患者にエフピーＯＤ錠２．５を交付した薬剤師は、一般用医薬品を購入する

前に薬剤師に相談するよう伝えていなかった。患者は、以前にも一般用医薬品

の点鼻薬を使用したことがあり、問題なく使用できると思っていた。介護者は、

外箱に記載された効能・効果だけを見て薬剤を購入した。 

【薬局から報告された改善策】 

 本事例の患者や介護者には、一般用医薬品を購入する前に主治医や薬剤師に

相談するよう説明した。エフピーＯＤ錠２．５は併用禁忌の薬剤が多いため、

一般用医薬品を含め、併用に注意する必要がある薬剤をスタッフ間で共有し

た。 

その他の情報 ナシビンＭスプレー（第２類医薬品）の添付文書 ２０１５年４月改訂（一部

抜粋） 

使用上の注意 

■してはいけないこと 

 （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります） 

１．次の人は使用しないでください 

（２）モノアミン酸化酵素阻害剤等を服用している人。 

※モノアミン酸化酵素阻害作用等を有する医薬品は以下のようなものがあり、

いずれもパーキンソン病の治療に用いられます。また、ゾニサミドはてんかん

の治療にも用いられます 

・セレギリン塩酸塩 ・ゾニサミド ・エンタカポン 

事例のポイン

ト 

・第２類医薬品を販売する際、薬剤師または登録販売者により情報提供を行う

ことは努力義務とされているが、購入者は薬剤師や登録販売者に相談せずに

第２類医薬品を購入することがある。 

・第２類医薬品であるナシビンＭスプレーの添付文書には、「モノアミン酸化

酵素阻害剤等を服用している人」は使用してはいけないことが記載されてお

り、モノアミン酸化酵素阻害作用等を有する薬剤の成分名が示されている

が、購入者は、服用している医療用医薬品名と照らし合わせて判断すること

が難しい場合がある。薬剤師や登録販売者は、ナシビンＭスプレーの購入者

に積極的に関わり、必要な情報を伝え、使用が適切であるかを確認すること

が重要である。 

・パーキンソン病治療薬で選択的モノアミン酸化酵素Ｂ（ＭＡＯ－Ｂ）阻害薬

であるセレギリン塩酸塩（エフピーＯＤ錠２．５など）は、併用禁忌の薬剤

が多く、一般用医薬品にも該当する薬剤がある。薬剤師は、セレギリン塩酸

塩を服用している患者、家族および介護者に、一般用医薬品を含む他の薬剤

を服用・使用する際は薬剤師に相談するようあらかじめ説明しておき、定期

的に併用薬を確認することが重要である。 
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○製薬企業からの医薬品の安全使用（取り違え等）に関するお願い 
 

 以下の医薬品の安全使用（取り違え事例等）につきましては、医薬品医療機器総合

機構ホームページにて公開されています。 

 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ＞安全対策業務＞情報提供業務＞医療安全情

報＞製薬企業からのお知らせ 

（http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medical-safety-info/0178.html） 
 

・インチュニブ錠１ｍｇ、３ｍｇは徐放性製剤です 

～分割、粉砕、かみ砕いての処方・投与・服用はしないでください～ 
武田薬品工業株式会社 

 

 弊社製品「インチュニブ錠１ｍｇ、３ｍｇ（一般名：グアンファシン塩酸塩）」に

つきまして、分割、粉砕、かみ砕くなど、誤った方法にて処方・投与・服用したとの

情報※を複数入手しております。これらの事例のうち、一部は患者自身又はその家族

の自己判断による用量調整のために分割された事例もありました。 

 本剤は徐放性製剤であることから、服用に際して割ったり、砕いたり、すりつぶし

たりしないで、そのままかまずに服用することを電子添文及び各種資材（患者向け資

材等）にて、注意喚起しております。 

 各医療関係者におかれましては、下記事項を確認いただき、誤った方法にて投与さ

れないよう注意いただくとともに、患者への服薬指導の徹底をお願いいたします。 
 

［※出典：社内資料及び公益財団法人 日本医療機能評価機構（医療事故情報収集等事業及び薬局ヒヤ

リ・ハット事例収集・分析事業）］ 

 

・本剤は徐放性製剤であることから、分割・粉砕したり、かみ砕いて服用すると急激

に血中濃度が上昇し、重篤な副作用が発現するおそれがあります。 

 

・患者には、割ったり、かみ砕いたりせずに、そのまま服用するよう、患者向け資材

（インチュニブを飲んでいるみなさまへ）もご活用の上、服薬指導の徹底をお願い

いたします。 
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日本薬剤師会からのお知らせ 
 
○令和６年度「女性の健康週間」について 
 

 標記の件につきまして日本薬剤師会を通じて厚生労働省健康局健康課より連絡が

ありました。 

 厚生労働省等において、毎年３月１日～３月８日を「女性の健康週間」として、女

性の健康づくりを国民運動とし、国及び地方公共団体、関係団体等社会全体が一体と

なって各種の啓発事業及び行事等を展開することで、女性が生涯にわたり、健康で明

るく、充実した日々を自立して過ごすことを総合的に支援することとされております。 

【趣旨】 

 女性の健康については、女性ホルモンの変化に伴い、人生の各段階において、心身

の状況が劇的に変化するという特性を踏まえ、ライフステージ毎の健康課題に対応す

ることが重要である。厚生労働省では、平成２０年に「女性の健康週間」を創設し、

国民運動として展開してきた。加えて、第５次国民健康づくり運動として令和６年度

から開始した健康日本２１（第三次）の基本方針においても、新たに女性の健康の視

点を取り入れ、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりとして「女性の健康」

を新規に項目立てし、「骨粗鬆症検査受診率の向上」を新たに目標に設定するととも

に、「女性の健康週間」の実施を明記し、女性の健康に関する知識の向上と、女性を

取り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図り、女性に特有の健康課題への取組

を進めていくこととしている。 

 これを踏まえ、厚生労働省では、女性の健康づくりに関して、国民運動として「女

性の健康週間」に取り組み、国及び地方公共団体、関係団体等、社会全体が一体とな

って、各種の啓発事業及び行事等を展開することで、女性が生涯にわたり、健康で明

るく充実した日々を、自立して過ごすことを総合的に支援する。 

 

・本週間に実施する女性の健康に関する啓発事業、行事等の取り組み状況を厚生労働

省にて集約し、ホームページ等において広報が行われます。 

 
厚生労働省ホームページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞健康＞女性の健康づ

くり 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/woman/index.html） 

 
○日薬ニュース 
【第３０６号】 
 ・中医協 医療ＤＸに係る診療報酬上の取扱い等について答申 

 ・３月は「自殺対策強化月間」です 

 ・２０２５年「薬剤師賠償責任保険」等の加入を募集中 

 ・「クレーム対応費用保険」の取扱いを開始 

 ・日本薬剤師会共済部（新規加入・継続加入）募集について 

 ・令和６年度ＤＥＭ事業にご参加ください 

 ・認定ＮＰＯ法人ささえあい医療人権センターＣＯＭＬのクラウドファンディングへのご

協力のお願い 
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